
北空知衛生センター組合公印規程 

 

昭和４１年４月１９日 

組合訓令第１号 

 

改正 昭和４２年 ６月１８日組合訓令第１号 
        昭和４３年 ３月 ５日組合訓令第１号 

平成１３年 ９月 １日組合訓令第１号 
平成１７年１２月２６日組合訓令第１号 
平成１９年 ３月３０日組合訓令第１号 

 

第１条 北空知衛生センター組合（以下｢組合｣という。）に関する公印は、この規程の定めると

ころによる。 

第２条 公印は次のとおりとする。 

（１）組合之印 

（２）組合長之印 

（３）組合長職務代理者之印 

（４）会計管理者之印 

    （平 17 組合訓令 1、平 19 組合訓令 1・一部改正） 

第３条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は別表のとおりとする。 

    （平 17 組合訓令 1・一部改正） 

 

    附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

    附 則（昭和４２年６月１８日組合訓令第１号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 

    附 則（昭和４３年３月５日組合訓令第１号） 

 この規程は、昭和４３年３月１日から適用する。 

    附 則（平成１３年９月１日組合訓令第１号） 

 この規程は、平成１３年９月１日から施行する。 

    附 則（平成１７年１２月２６日組合訓令第１号） 

 この規程は、平成１８年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１９年３月３０日組合訓令第１号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

公印名 ひな形 書体 寸  法 用 途 

北空知衛生センター 

組合之印 
い てん書 方２５ミリメートル 公文書用 

北空知衛生センター 

組合長之印 
ろ てん書 方２１ミリメートル 公文書用 

北空知衛生センター 

組合長職務代理者之印 
は てん書 方１８ミリメートル 公文書用 

北空知衛生センター 

組合会計管理者之印 に てん書 方１８ミリメートル 公文書用 

 

         い         ろ           は 
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北 空 知 

衛生センター 

組 合 之 印 

北 空 知 衛 生 

セ ン タ ー 

組 合 長 之 印                

北 空 知 衛 生 

セ ン タ ー 

組 合 長 職 務 

代 理 者 之 印  

北 空 知 衛 生 

センター組合 

会 計 管 理 者 

之 印 


